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議第91号

平成22年度滋賀県一般会計補正予算（第３号）

平成22年度滋賀県の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,556,661千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ500,174,014千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用

することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条債務負担行為の追加および変更は、「第３表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条地方債の追加および変更は、「第４表地方債補正」による。

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子
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歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

８分担金及び負担

金

１分担金

２負担金

4，１２１ ，

千円

726

2,351,859

1,769,867

△１７，

千円

209

1４，３１１

△３１，５２０

4,104 ，

千円

517

2,366,170

1,738,347

１０国庫支出金

１国庫負担金

２国庫補助金

３委託金

50,959,410

3５，１１６，７９５

1３，４２１，２７０

2，４２１，３４５

145,497

△８５，７８４

209,113

2２，１６８

51,104,907

35,031,011

13,630,383

2,443,513

１１財産収入

ｌ財産運用収入

4,474,701

813,300

34,600

34,600

4,509,301

847,900

１２寄附金

１寄附金

6０，５０１

6０，５０１

35,948

35,948

96,449

96,449

１３繰入金

１特別会計繰入金

２基金繰入金

2４，７７１，１８７

2,269,342

22,501,845

3,439,574

45,922

3,393,652

28,210,761

2,315,264

25,895,497

１５諸収入

４受託事業収入

７雑入

42,720,972

1，３２３，８８１

2,737,826

120,451

△４１，９５１

162,402

42,841,423

1,281,930

2,900,228

１６県債

１県償

98,239,500

98,239,500

△202,200

△202,200

98,037,300

98,037,300

歳入合計 496,617,353 3,556,661 500,174,014
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歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

２政策調整費

１企画調整費

２防災費

1１，７６６，

千円

938

9,846,352

1,920,586

1,276，

千円

293

1,277,594

△１，３０１

13,043，

千円

2３１

1１，１２３，９４６

1,919,285

３総務費

１総務管理費

３市町振興費

４選挙費

23,652,624

13,200,379

3,149,778

1,536,073

2,044,086

70,692

1,900,653

72,741

25,696,710

1３，２７１，０７１

5,050,431

1,608,814

４県民文化生活費

２文化費

5,499,262

2,638,067

836

836

5,500,098

2,638,903

５琵琶湖環境費

２環境費

３下水道費

４森林林業費

19,213,074

3,592,460

3j544,486

9,522,822

151,979

30,130

883

120,966

19,365,053

3,622,590

3,545,369

9,643,788

６健康福祉費

１社会福祉費

２児童福祉費

３生活保護費

５公衆衛生費

８医薬費

7８，６１２，４２１

36,176,290

14,313,680

1，１９２，１１９

21,403,287

3,153,066

2,245

△163,312

194,907

3,878

18,182

△５１，４１０

78,614,666

36,012,978

14,508,587

1,195,997

21,421,469

3，１０１，６５６

７商工観光労働費

１商工業費

31,298,977

4,130,573

40,090

4,190

31,339,067

4,134,763
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款 項 補正前の額 補正額 計

２中小企業費

４労政費

２１，９１７ ，

千円

4７１

3,762,436

△９,

千円

100

45,000

21,908 ，

千円

3７１

3,807,436

８農政水産業費

１農業費

３農地費

４水産業費

17,450,626

4,835,889

1０，１１７，０９６

932,091

7,922

85,322

△８７，０２５

9,625

17,458,548

4，９２１，２１１

10,030,071

9４１，７１６

９土木交通費

１土木交通管理費

２道路橋りょう費

３河ノ1１費

４港湾費

５砂防費

６都市計画費

７公園費

８建築費

4７，０９９，１４７

7,225,344

24,557,828

7,589,497

837,255

3,382,084

1,233,433

535,263

788,697

△１４，２６４

△５２，９４７

5,294

20,672

1，５００

1１，１４１

7６

47,084,883

7,225,344

24,504,881

7,594,791

837,255

3,402,756

1,234,933

546,404

788,773

10響察費

１警察管理費

２警察活動費

28,611,598

26,392,893

2,218,705

29,785

1８，８２６

1０，９５９

2８，６４１，３８３

26,411,719

2,229,664

１１教育費

７社会教育費

128,256,190

1，５５７，６２３

1７，６８９

1７，６８９

128,273,879

1,575,312

歳出合計 496,617,353 3,556,661 500,174,014
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予Ⅶ 第２表繰越明許費款 項 事業 名 金額

９土木交通費 ３河ノｌｌ費 補助河ノ１１災害関連事業費
千円

7３，０００

１２災害復|日費 ３土木交通施
設災害復|日
菅

補助土木施設災害復｜日事業費 310,000

合 計 383,000
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ｌ追加

第３表債務負担行為補 二
一

番号 事項 期間 限度額

8０ 補助治山事業 平成２３年度 ６３ ， ０００千円

8１ 緊急地方道路整備事業

(国道３０３号）
平成２３年度 ２２

， ０００千円

8２ 緊急地方道路整備事業

(国道３６５号）
平成２３年度 １７０ ， ０００千円

8３ 緊急地方道路整備事業

(国道３６７号）
平成２３年度 ２６５ ， ０００千円

8４ 緊急地方道路整備事業

(舅石棊（竿パ員〕
平成２３年度 ２０

， ０００千円

8５ 緊急地方道路整備事業

(大津信楽線）
平成２３年度 ２０

， ０００千円

8６ 緊急地方道路整備事業

(下鴨大津線）
平成２３年度 ４０ ， ０００千円

8７ 緊急地方道路整備事業

(平野草津線）
平成２３年度 ４８ ， ０００千円

8８ 緊急地方道路整備事業

(木之本長浜線）

平成23年度から

平成24年度まで
３４０ ， ０００千円

8９ 緊急地方道路整備事業

(伊香立浜大津線）
平成２３年度 １６０

， ０００千円
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番号 事項 期間 限度額

9０ 緊急地方道路整備事業

(安養寺入町線）
平成２３年度 ９ ， ０００千円

9１ 緊急地方道路整備事業

(丁野虎姫長浜線）
平成２３年度 ６０ ， ０００千円

9２ 緊急地方道路整備事業

(大浦沓掛線）
平成２３年度 ５０ ， ０００千円

9３ 緊急地方道路整備事業

(湖東三山インター線）

平成23年度から

平成24年度まで
３００ ， ０００千円

9４ 道路補修事業 平成２３年度 ３６４ ， ０００千円

9５ 補助広域河ノ１１改修事業

(葉山ノ||）

平成23年度から

平成25年度まで
１ ， ６２０ ， ０００千円

9６ 補助広域河ノI｜改修事業

(日野川）
平成２３年度 ３００ ， ０００千円

9７ 補助広域河ノ|｜改修事業

(長命寺ノ11）
平成２３年度 １１０ ， ０００千円

9８ 単独河ノ１１改良事業 平成２３年度 １３５ ， ０００千円

9９ みずべ・みらい再生事業 平成２３年度 １００ゾ０００千円

1００ 補助砂防総合流域防災事業

(北 谷川）
平成２３年度 ７５ ， ０００千円

1０１ 補助砂防総合流域防災事業

(宮の谷、ノ11）
平成２３年度 ６０ ， ０００千円
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番号 事項 期間 限度額

102 補助急傾斜地崩壊対策事業

(中村地区）
平成２３年度 ３０ ， ０００千円

1０３ 補助急傾斜地崩壊対策事業

(集福寺地区）
平成２３年度 ８８ ， ０００千円

104 補助都市計画街路事業

(長浜駅宮司七条線）
平成２３年度 ４０ ， ０００千円

1０５ 受託建築事業 平成２３年度 ４５ ， ８６０千円

106 補助土木施設災害復１日事業 平成２３年度 ６０ ， ０００千円

２変更

番号 事項
補正前

期間 限度額

補正後

期間 限度額

1９ 県営経営体育成基盤

整備事業

平成２３年度 160,000千円 平成２３年度 175,000千円

2６ 緊急地方道路整備事

業

(国道３０７号）

平成２３年度 80,000千円 平成２３年度 100,000千円

2７ 緊急地方道路整備事

業

(国道４２１号）

平成23年度から

平成24年度まで

700,000千円

平成23年度から

平成26年度まで

1,650,000千円

2８ 緊急地方道路整備事

業

，(国道４２２号）

平成２３年度 60,000千円 平成２３年度 135,000千円

3４ 緊急地方道路整備事

業

(草津守山線）

平成２３年度 60,000千円 平成２３年度 120,000千円
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番号 事項
補正前

期間 限度葎

補正後

期間 限度額

4２ 緊急地方道路整備事

業

(白谷野ロ線）

平成２３年度 40,000千円 平成２３年度 60,000千円

4３ 緊急地方道路整備事

業

(宇治田原大石東線）

平成２３年度 150,000千円

平成23年度から

平成24年度まで

330,000千円

4５ 補助河川総合流域防

災事業

(三明ノ||）

平成23年度から

平成26年度まで

560,000千円

平成23年度から

平成26年度まで

660,000千円

5６ 補助通常砂防事業

(堀切川）

平成23年度から

平成25年度まで

284,000千円

平成23年度から

平成25年度まで

395,000千円



1０

議
第
別
号
平
成
皿
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

１追加

第４表地方債補
－

－

－

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

警察施設整備事業費 ５，

千円

600 普通貸借また
は証券発行

％

10.0以内

(ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の禾1１

率）

借入日の翌日から５年以

内据え置き、５０年以内の期

間において償還する。

ただし、借入先の融資条

件、財政その他の都合によ

り償還期間の短縮および据

置期間の延長をし、または

繰上償還を行うことができ

る ０

計 5,600

２変更

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

治山事業費 ５８７ ，

千円

３００ ６０２ ，

千円

６００

単独治山事業費 １０ ， ８００ ２５ ， ８００

介護施設等施設整備事業費 ６６６ ， ２００ ４７３ ， ８００

県営かんがい排水事業費 ３７７ ， ７００ ３９６ ， ９００

県営経営体育成基盤整備事業費 ５２１ ， １００ ４８１ ， ７００

県営農道整備事業費 ２５ ， ４００ ２４ ， ０００

県営中山間地域総合整備事業費 １１６ ， ９００ ８０ ， ６００

県営みずすまし事業費 １２ ， ６００ ２０ ， １００

県営農地防災事業費 ３６１ ， ８００ ３１９ ， ９００



１１
議
第
皿
号
平
成
皿
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

l-J-J-l

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

道路改築事業費 ８５２ ，

千円

７００ ７８２ ，

千円

５００

踏切除却事業費 １５２ ， ３００

橋りょう長寿命化促進事業費 ８ ，
０００

地方道路等整備事業費 ８ ， ９４６ ， ６００ ８ ， ７５９ ， ４００

単独道路改良事業費 ７４８ ， ８００ １ ， １６４ ， ６００

広域何ノI｜改修事業費 １ ， ２３２ ， ８００ １ ， １０１ ， ４００

総合流域防災事業費 １ ， ０９８ ， ７００ １ ， ０９６ ， ５００

篝壽地基盤特定治水施設等整備
２０９ ， ６００ ３４６ ， ９００

河ノI｜環境整備事業費 １４３ ， ８００ １４５ ， ８００

単独河川改良事業費 ２１ ， ３００ ４４ ， ８００

港湾改修事業費 １２ ， ２００ １０ ， ３００

単独砂防事業贄 １００ ， ０００ １２２ ， ４００

都市計画街路事業費 ５９ ， ９００ ５８ ， ６００

都市公園事業費 １１２ ， ３００ １１８ ， ３００

市街地再開発事業費 ３９ ， ４００ ３３ ， ５００

計 ｇＢ , ２３９ ワ ５００ ９ｓ 、 ０３１ 、 ７００



予算補会 計特 正別



1３
議
第
肥
号

議第92号

平成22年度滋賀県母子および寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の母子および寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ205,900千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

滋賀県知事嘉田由紀子

平
成
皿
年
度
滋
賀
県
母
子
お
よ
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

）



1４

議
第
肥
号

平
成
皿
年
度
滋
賀
県
母
子
お
よ
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

ｌ繰入金

１一般会計繰入金

1１ ，

千円

043

1１，０４３

1５ ，

千円

000

●

1５，０００

2６
，

千円

043

26,043

２繰越金

１操越金

74,249

74,249

△８，４１２

△８，４１２

65,837

65,837

３諾収入

１貸付金元利収入

75,008

74,815

△３，９８８

△３，９８８

71,020

70,827

４県償

１県債

13,000

1３，０００

30,000

30,000

43,000

43,000

歳入合計 173,300 32,600 205,900

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

１健康福祉費

１母子および寡婦
福祉資金貸付事
業饗

1７３，

千円

300

173,300

3２ ，

千円

600

32,600

205，

千円

900

205,900

議出合計 173,300 32,600 205,900

●



1５

議
第
肥
号
平
成
皿
年
度
滋
賀
県
母
子
お
よ
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

変更

第２表地方債補正

●

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

母子寡婦福祉資金貸付金 １３ ，

千円

０００ ４３ ，

千円

０００

計
●の

１ｓ , ０００ ４ｓ , ０００

、



1６

議第93号

議
第
兜
号
平
成
胆
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

平成22年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ266,996千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ21,167,996千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

滋賀県知事嘉田由紀子



1７
議
第
兜
号

平
成
皿
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

ｌＪｌ

歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

１分担金及び負担

金

１負担金

9,267 ，

千円

8９１

9,267,891

△７９，

千円

788

△７９，７８８

9,188，

千円

103

9，１８８，１０３

３国庫支出金

１国庫負担金

4,000,175

4，０００，１７５

△165,044

△165,044

3,835,131

3，８３５，１３１

５操入金

１－一般会計繰入金

3,663,221

3,395,313

883

883

‘

3，６６４，１０４

3,396,196

６繰越金

１繰越金
「

1,457,057

1,457,057

592,095

592,095

2,049,152

2,049,152

７諸収入

１受託事業収入

7,255

4,733

5０

5０

7,305

4,783

８県償

１県債

2,476,300

2,476,300

△８１，２００

△８１，２００

2,395,100

2,395,100

歳入合計 20,901,000 266,996 21,167,996



1８

讓
茸
９

仁
声
・
壺
斗
－
部
、
枠
ｚ
匂
上
膜
弾
』
樫
歪
時
》
航
弧
坦
下
・
刀
〕
進
一
年
辿
芽
嶋
出
蹄
ム
エ
計
補
正
予
算

（
鐸
１

ロ
石
）

議出

款 項 補正前の額 補正額 計

１琵琶湖環境費

１流域下水道費

２流域下水道管理
費

●

1５，８２９ ，

千円

408

7,490,081

8,339,327

千円

△303,987

△325,099

２１，１１２

1５，５２５，

千円

4２１

7,164,982

8,360,439

３諾支出金

１諾支出金

905,011

905,011

570,983

570,983

1,475,994

1,475,994

歳出合計

｡｡

20,901,000 266,996 21.167,996



1９
議
第
朋
号
平
成
皿
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

■ 追加 第２表債務負担行為補正 （

番号 事項 期間 限度額

1１

「

湖西処理区包括的維持管理業務
平成23年度から

平成25年度まで
１ ， ３７０ ， ０００千円

1２ 高島処理区包括的維持管理業務
平成23年度から

平成25年度まで
８２５ ， ０００千円



2０

議
第
朋
号
平
成
皿
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

変更

第３表地方債補正

●

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

流域下水道建設事業費 １ ， ６１８ ，

千円

７００ １ ， ５３７ ，

千円

５００

Ｃ

計 ２ , ４７６ 、 ３００ ２ ■ ３９５ ■ １００

●

◇



算補会 計業 正予企

□



2１
議
第
叫
号
平
成
皿
年
度
滋
賀
県
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

議第94号

平成22年度滋賀県病院事業会計補正予算（第１号）

（総貝Ｉ）

第１条平成22年度滋賀県の病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入および支出）

第２条資本的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

（補正後の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額991,000千円は、過年度分損益勘

定留保資金で補てんするものとする。）

収入

支出

（債務負担行為）

第３条．債務負担行為の追加は、次のとおりとする。

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

款 項 補正前の額 補正額 計

１資本的収入

３補助金

2,585，

千円

000 ５ ，

千円

096

5,096

2,590，

千円

096

5,096

款 項 補正前の額 補正額 計

１資本的支出

１建設改良費

3,576，

千円

000

1,960,670

５ ，

千円

096

5,096

3，５８１ ，

千円

096

1,965,766

事項 期 間 限度額

精神医療センター病院整備事業

(医療観察病棟整備）
平成２３年度 45,860千円



⑤

条 例 案



2３

議第95号

議
第
妬
号

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事

知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

嘉田由紀子

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事等の給与の特例に関する条例（平成18年滋賀県条例第63号）の一部を次のように改正する。

第１条から第３条までの規定中「間」を「間および知事等の給与の特例に関する条例の一部を

改正する条例（平成22年滋賀県条例第号）の施行の日から平成23年３月31日までの間」に改め

る。

付則

lこの条例は、公布の日から施行する。

２この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成22年10月31日までの間（以下「調

整期間」という。）の知事および副知事の給料額は、改正後の第１条および第２条の規定にか

かわらず、調整期間についてこれらの規定による給料月額により算定した場合の給料額から、

同年７月20日から施行日の前日までの間（以下「暫定期間」という。）に支給される給料額か

ら暫定期間についてこれらの規定による給料月額により算定した場合の給料額を減じた額に相

当する額を減じた額とする。ただし、当該減じた額が零を下回った場合は、零とする。

３前項ただし書に規定する場合における平成22年11月１日から同月30日までの間の知事および

副知事の給料額は、改正後の第１条および第２条の規定にかかわらず、同月１日から同月30日

までの間についてこれらの規定による給料月額により算定した場合の給料額から、暫定期間に

支給される給料額から暫定期間についてこれらの規定による給料月額により算定した場合の給

料額を減じた額に相当する額（前項の規定により既に減じた額を除く。）を減じた額とする。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



2４

議第96号

議
第
朋
号

滋賀県中山間地域等直接支払基金条例を廃止する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

滋賀県知事

滋
賀
県
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案

嘉田由紀子

滋賀県中山間地域等直接支払基金条例を廃止する条例

滋賀県中山間地域等直接支払基金条例（平成12年滋賀県条例第１１４号）は、廃止する。

付則

この条例は、平成22年10月30日から施行する。



2５

議第97号

議
第
Ｗ
号

滋賀県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋
賀
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の

滋賀県国民健康保険広域化等支援基金条例の一部を改正する条例

滋賀県国民健康保険広域化等支援基金条例（平成15年滋賀県条例第２号）の一部を次のように

改正する。

第１条中「国民健康保険事業」を「国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第68条の２第１

項に規定する広域化等支援方針（以下「広域化等支援方針」という。）の作成、広域化等支援方

針に定める施策の実施その他国民健康保険事業」に、「国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

第75条の２」を「同法第68条の３」に改める。

第６条を次のように改める。

（処分）

第６条知事は、次に掲げる場合に限り、予算の定めるところにより、基金を処分することがで

きる。

（１）広域化等支援方針の作成および広域化等支援方針に定める施策の実施に要する経費に充て

る場合

（２）国民健康保険事業の運営の広域化に係る貸付金の貸付けおよび交付金の交付を行う場合

（３）国民健康保険の財政の安定化に係る貸付金の貸付けを行う場合

付則

この条例は、公布の日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



2６

議第９８号

議
第
肥
号
滋
賀
県
税
条
例
の

滋賀県税条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県税条例の一部を改正する条例

滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）の一部を次のように改正する。

第23条の４中「第２条の３の２第１項」を「第２条の３の８第１項」に改める。

第38条の６の２第２項中「第32条の３」を「第32条」に改める。

付則第15条中「平成23年１月３１日」を「平成28年１月31日」に改める。

付則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の４の改正規定は、平成23年１月１日か

ら施行する。

ヘ



2７

議第９９号

議
第
的
号
滋
賀
県
救
護
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案

滋賀県救護施設の設置および管理に関する条例を廃止する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県救護施設の設置および管理に関する条例を廃止する条例

滋賀県救護施設の設置および管理に関する条例（昭和45年滋賀県条例第16号）は、廃止する。

付則

この条例は、平成23年４月１日から施行する。



2８

議第100号

議
第
Ⅲ
号

滋賀県認定こども園の認定に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋
賀
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県認定こども園の認定に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県認定こども園の認定に関する条例（平成18年滋賀県条例第70号）の一部を次のように改

正する。

別表３の項(8)中「満３歳以上の子どもに対する食事の提供については、幼保連携型認定こど

も園または幼稚園型認定こども園の認定を受けようとする場合であって」を削り、「ときは、当

該」を「場合にあっては、満３歳以上の子どもに対する食事の提供について、認定こども園の」

に改める。

付則

この条例は、公布の日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



2９

議第1Cl号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
滋
賀
県
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案

滋賀県養護老人ホームの設置および管理に関する条例および滋賀県立特別養護老人ホームの設

置および管理に関する条例を廃止する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉,田由紀子

滋賀県養護老人ホームの設置および管理に関する条例および滋賀県立特別養護老人ホーム

の設置および管理に関する条例を廃止する条例

次に掲げる条例は、廃止する。

（１）滋賀県養護老人ホームの設置および管理に関する条例（昭和39年滋賀県条例第35号）

（２）滋賀県立特別養護老人ホームの設置および管理に関する条例（昭和50年滋賀県条例第11号）

付則

lこの条例は、平成23年４月１日から施行する。

２滋賀県使用料および手数料条例（昭和24年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第18号から第22号までを次のように改める。

（18)から(22)まで削除



3０

議第102号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例（昭和57年滋賀県条例第23号）の一二部

を次のように改正する。

別表第１項の表を次のように改める。

別表第２項の表中「400」を「720」に、「500」を「900」に改める。

付則

この条例は、平成23年４月１日から施行する。

●

区分

金額

午前 午後

午前８時30分から

午後零時30分まで

午後１時から午後

5時まで

エアーライフル

射撃場

中学校、高等学校、中

等教育学校等またはこ

れらに関係のある団体

が生徒を対象に使用す

る場合

その他の場合

8,240

円

14,800

8,240

円

1４，８００

スモールポアラ

イフル射撃場

高等学校、中等教育学

校（後期課程に限る。）

等またはこれらに関係

のある団体が生徒を対

象に使用する場合

その他の場合

1２，６００

22,700

1２，６００

22,700



3１

議第103号

議
第
川
号
滋
賀
県
立
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案

滋賀県立アーチェリー場の設置および管理に関する条例を廃止する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立アーチェリー場の設置および管理に関する条例を廃止する条例

滋賀県立アーチェリー場の設置および管理に関する条例（平成６年滋賀県条例第21号）は、廃

止する。

付則

lこの条例は、平成22年11月１日から施行する。

２滋賀県使用料および手数料条例（昭和24年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第69号から第73号までを次のように改める。

（69)から(73)まで削除

別表第23から別表第27までを次のように改める。

別表第23から別表第27まで削除

別表第29注３中「国民の祝日に関する法律」の右に「（昭和23年法律第１７８号）」を加える。



3２

議第104号

議
第
Ｍ
号
滋
賀
県
立
柳
が
崎
ヨ
ッ
ト
ハ

滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

ノミ 滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例（平成８年滋賀県条例第44号）

の一部を次のように改正する。

別表第１項の表中「1,430,000」を「1,640,000」に、「75,,00」を「86,000」に、「99,000」

を「114,000」に、「124,000」を「143,000」に、「713,000」を「820,000」に、

「814,000」を「936,000」に、「42,000」を「48,000」に、「57,000」を「66,000」に、

「70,000」を「81,000」に、「407,000」を「468,000」に、「695,000」を「799,000」に、

「102,000」を「117,000」に改め、別表第２項中「1,490円」を「1,710円」に改め、同表第

３項中「680円」を「780円」に改める。

付則

この条例は、平成23年４月１日から施行する。

の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



案議他 のワそ の

し

●



3３
議
第
朋
号
平
成
ｎ
年
度
滋
賀
県
一
般
会
計
お
よ
び
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第１o5号

平成21年度滋賀県一般会計および各特別会計歳入歳出決算の謬定を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

滋賀県知事嘉田由紀子

平成21年度滋賀県一般会計および各特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて

平成21年度滋賀県一般会計および各特別会計歳入歳出決算は、別冊決算書のとおりであるので、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第２３３条第３項の規定に基づき、滋賀県監査委員の意見を付

けて認定を求める。



3４

議
第
Ⅲ
号
平
成
皿
年
度
滋
賀
県
病
院
事
業
会
計
決
算
の
認
定
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第106号

平成21年度滋賀県病院事業会計決算の認定を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

平成21年度滋賀県病院事業会計決算の認定を求めることについて

平成21年度滋賀県病院事業会計決算は、別冊のとおりであるので、地方公営企業法（昭和27年

法律第２９２号）第30条第４項の規定に基づき、滋賀県監査委員の意見を付けて認定を求める。



3５
議
第
川
号
平
成
Ⅲ
年
度
滋
賀
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計
決
算
の
認
定
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第107号

平成21年度滋賀県工業用水道事業会計決算の認定を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉 田由紀子

平成21年度滋賀県工業用水道事業会計決算の認定を求めることについて

平成21年度滋賀県工業用水道事業会計決算は、別冊のとおりであるので、地方公営企業法（昭

和27年法律第292号）第30条第４項の規定に基づき、滋賀県監査委員の意見を付けて認定を求め

る。



3６

議
第
Ⅲ
号
平
成
ｎ
年
度
滋
賀
県
上
水
道
供
給
事
業
会
計
決
算
の
認
定
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第108号

平成21年度滋賀県上水道供給事業会計決算の認定を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉 田由紀子

平成21年度滋賀県上水道供給事業会計決算の認定を求めることについて

平成21年度滋賀県上水道供給事業会計決算は、別冊のとおりであるので、地方公営企業法（昭

和27年法律第292号）第30条第４項の規定に基づき、滋賀県監査委員の意見を付けて認定を求め

る。



3７

議
第
川
号
契
約
の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第109号

契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

契約の締結につき議決を求めることについて

次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第５号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年滋賀県条例第11号）第２条の規定に基づき、議決を求める。

１契約の目的琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター２号炉更新工事

２契約金額2,635,500,000円

３契約の相手方大阪市中央区備後町四丁目１番３号

株式会社神鋼環境ソリューション大阪支社

支社長竹内徹

●



3８

議
第
Ⅲ
号
財
産
の
譲
渡
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第llo号
１

財産の譲渡につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

財産の譲渡につき議決を求めることについて

次のように財産を譲渡することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６

号の規定に基づき、議決を求める。

財産の種類、数量および譲渡予定価格

１財産の種類建物

２譲渡面積延床面積3,666.37平方メートル

３譲渡予定価格無償

４譲渡の目的救護施設

(参考）

財産の所在地

契約の相手方

滋賀県蒲生郡日野町大字松尾

滋賀県大津市京町四丁目３番28号

社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団

理事長北岡賢剛



3９

議
第
Ⅲ
号

議第111号

財産の譲渡につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

財
産
の
譲
渡
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

滋賀県知事嘉田由紀子

財産の譲渡につき議決を求めることについて

次のように財産を譲渡することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６

号の規定に基づき、議決を求める。

財産の種類、数量および譲渡予定価格

１財産の種類建物

２譲渡面積延床面積10,812.17平方メートル

３譲渡予定価格無償

４譲渡の目的養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム

(参考）

財産の所在地 滋賀県長浜市加田町、内保町、近江八幡市安土町中屋および蒲生郡

日野町大字小御門

滋賀県大津市京町四丁目３番28号

社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団

理事長北岡賢剛

契約の相手方



4０

議第112号

議
第
皿
号
財
産
の
譲
渡
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

財産の譲渡につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

財産の譲渡につき議決を求めることについて

次のように財産を譲渡することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６

号の規定に基づき、議決を求める。

財産の種類、数量および譲渡予定価格

１財産の種類建物

２譲波面積延床面積250.53平方メートル

３譲渡予定価格無償

４譲渡の目的愛荘町社会体育施設

(参考）

財産の所在地

契約の相手方

滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

愛荘町長村西俊雄



4１

議第113号

議
第
川
号
権
利
放
棄
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

権利放棄につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

権利放棄につき議決を求めることについて

県内公立病院等の小児科、産科または麻酔科の診療等に従事した者に係る滋賀県専門研修医研

修資金貸付金の返還を免除することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

10号の規定に基づき、議決を求める。

１貸付けの相手方滋賀県近江八幡市

２金 額 2,400,000円



4２

議
第
腔
号
権
利
放
棄
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

’
し

議第114号

権利放棄につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

滋賀県知事嘉田由紀子

権利放棄につき議決を求めることについて

県内医療機関等に就職した者に係る県立看護師等養成所授業料資金貸付金の返還を免除するこ

とにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定に基づき、議決を求め

る。

１貸付けの相手方滋賀県守山市

ほか85人

２金額70,851,600円

（参考）

259,200円×３人＝777,600円

518,400円×５人＝2,592,000円

601,200円×３人＝1,803,600円

684,000円×２人＝1,368,000円

824,400円×２人＝1,648,800円

860,400円×５５人＝47,322,000円

901,800円×２人＝1,803,600円

943,200円×１０人＝9,432,000円

1,026,000円×４人＝4,104,000円



4３
議
第
脳
号
権
利
放
棄
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第115号

権利放棄につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

権利放棄につき議決を求めることについて

滋賀県病院事業の診療、検査等に関する費用に係る請求権を放棄することにつき、地方自治法

(昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定に基づき、議決を求める。

納入義務者および金額

番号 納入義務者 金額 参考

１

滋賀県野洲市

367,720

円

平成11年度から平成13年度までの

診療、検査等に関する費用

２

京都市伏見区

605,980

平成11年度から平成12年度までの

診療、検査等に関する費用

３

滋賀県守山市

628,460

平成11年度の診療、検査等に関す
る費用

４

滋賀県近江八幡市
地1４ 954,280

平成12年度の診療、検査等に関す

る費用

５

滋賀県守山市
５号 401,140

平成14年度の診療、検査等に関す
る費用

６

滋賀県甲賀市

990,233

平成16年度の診療、検査等に関す
る費用

７

滋賀県守山市
103号 211,550

平成21年度の診療、検査等に関す
ろ費用

８

滋賀県大津市

385,722

平成16年度から平成17年度までの
診療、検査等に関する費用
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号

議第116号

行政代執行費用等に係る損害賠償請求訴訟の和解につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する.

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

行
政
代
執
行
費
用
等
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
和
解
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

行政代執行費用等に係る損害賠償請求訴訟の和解につき議決を求めることについて

滋賀県は、行政代執行費用等に係る損害賠償請求を提起し、その判決に係る控訴を受けた損害

賠償請求控訴事件（大阪高等裁判所平成22年（ネ）第96号）について、民事訴訟法（平成８年法

律第109号）第89条の規定に基づき、次のとおり和解を行うことにつき、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第96条第１項第12号の規定に基づき、議決を求める。

１控訴人の住所、氏名

２和解の要旨

（１）控訴人らは連帯して（ただし、控訴人面村および控訴人松澤は、7,000,000円の限度で連

帯して）、滋賀県に対して、和解の席上、9,500,000円を支払う。

（２）滋賀県は、滋賀県を債権者、控訴人塩谷を債務者とする不動産仮差押命令（大津地方裁判

所平成19年（ヨ）第97号）の申立てを取り下げる。

控訴人塩谷は、同仮差押命令申立事件の担保金4,000,000円（大津地方法務局平成19年度

金第561号）の取消しに同意し、担保取梢決定に対する即時抗告権を放棄する。

（３）滋賀県は、控訴人らに対するその余の請求を放棄する。

（４）控訴人らと滋賀県との間および控訴人ら相互間で、本件に関し、本和解条項に定めるほか

債権債務がないことを確認する。

（５）訴訟費用は、各自の負担とする。

番号 住所 氏名

１ 滋賀県大津市

２ 滋賀県大津市

３ 滋賀県大津市

４ 滋賀県大津市

５ 滋賀県大津市
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(参考）

滋賀県は、滋賀県大津市荒ﾉIl地先において河川法（昭和39年法律第１６７号）第24条の規定

に違反し、琵琶湖岸を不法占用していた松の浦観光株式会社に対して、平成18年に行政代執

行を実施したが、同社は行政代執行費用を納付できる状況にないため、取締役の任務僻怠を

理由に、上記１表の５名に対し、大津地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した。

平成21年12月１日に第一審判決が言い渡されたが、この判決を不服とする上記１表の５名

全員が、大阪高等裁判所に控訴し、訴訟が継続していたものである。
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議第117号

彦根市と愛荘町との境界変更につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

滋賀県知事 嘉田由紀子

彦根市と愛荘町との境界変更につき議決を求めることについて

滋賀県彦根市と滋賀県愛知郡愛荘町との境界の一部を次のとおり変更することにつき、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第７条第１項の規定に基づき、議決を求める。

彦根市に編入する区域

愛知郡愛荘町長野字六反地1343の2,1344の2,1345の２，１３４６の２，１３４７の２，１３４８の２，字

鰹橋1353の２，１３５４の２及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公有地の全部並びに彦根

市肥田町字古川60,字井入上１０４，１０５に隣接する愛荘町の道路、水路である公有地の一部

愛知郡愛荘町に編入する区域

彦根市肥田町字古川59の２，６０の２，６０の３、字井ノ上１７０の２，１７０の３，字友田1198の2,

1198の３，１１９９の２，１２００の２，字加久呂1261の２，１２６２の２，１２６３の２，１２６４の２，１２６５の2,

1266,1267の２，１２６８の2,1269の２，１２７０の２，１２７１の２，字位田1272の２，１２７３の２，１２７４

の２，１２８２の２，１２８３の２，１２８６の２，１２８７の２，１２８８の２，１２９１の２，１２９２の２，１２９３の２，

1294の２，１２９５の２及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに字友

田1192から1197まで、野良田町字仙入４の２，５の２，６の５に隣接する道路、水路である公有

地の全部、肥田町字位田1296の地先の水路である公有地の全部
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議第118号

県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を

求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議

決を求めることについて

地方財政法（昭和23年法律第109号）第27条第２項の規定に基づき、平成22年度において県の

行う次の建設事業に要する経費について、関係市町が負担すべき金額を定めることにつき、議決

を求める。

事業名 関係市町名 負担すべき金額

補助林道事業 長浜市

米原市

計

1,407,000円

4,717,000

6,124,000

県営経営体育成基盤整備事業 彦根市

長浜市

東近江市

計

2,715,000

10,207,000

3,000,000

15,922,000

県営農道整備事業 東近江市

計

4,290,000

4,290,000

県営中山間地域総合整備事業 長浜市
＿･＿二

筒 島市

東近江市

計

7,700,000

9,804,000

400,000

17,904,000

県営みずすまし事業 守山市

東近江市

計

4,192,000

3,656,000

7,848,000

県営農村振興総合整備事業 長浜市

計

7,692,000

7,692,000

大津市 34,246,600
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事業名 関係市町名 負担すべき金額

彦‘根市 6,662,800Ｈ

長浜 市 9,605,400

近江八幡市 16,025,400

草津市 13,376,000

守山 市 5,975,200

栗東 市 10,435,800

甲 賀市

野洲 市

28,490,600

12,415,000

湖 南市 3,520,000

■一

局 島市 11,259,300

東近江市 13,831,350

米原 市

日 野町

竜王町

1,759,950

7,920,000

2,640,000

愛荘町

甲 良町

多賀町

計

4,197,600

924,000

2,481,900

185,766,900

補助急傾斜地崩壊対策事業 大津市

長浜 市

近江八幡市

多賀町

計

1４，４０８，１００

5,927,900

8,250,000

1,800,000

30,386,000

補助急傾斜地総合流域防災事業 大津「

一
丁

彦根市

長浜 市

栗東市
■－

局 島市

米原 市

計

2,841,200

1,894,200

5,017,600

5,682,400

6,724,200

4,735,400

26,895,000

補助都市計画街路事業 長 浜 市

計

21,487,500

21,487,500

彦根市 1４，１８１，７５０

草津市 101,250,000
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事業名 関係市町名 負担すべき金額

守山市

甲賀市

計

84,579,300円

30,082,500

230,093,550

単独都市計画街路事業 大津市

長浜市

草津市

守山市

東近江市

計

2,919,900

528,000

4,000,200

2,919,900

1,022,100

11,390,100

都市公園事業 野洲市

計

5,260,100

5,260,100

ただし、関係市町の事業費に増減があった場合においては、知事は、その増減の額に応

じて負担すべき金額を変更することができる。
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議第119号

国および県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めること

につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月１６日

滋賀県知事嘉田由紀子

国および県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定める

ことにつき議決を求めることについて

土地改良法（昭和24年法律第１９５号）第90条第10項および同法第91条第６項において準用する

同法第90条第10項の規定に基づき、平成22年度において国および県の行う次の土地改良事業に要

する経費について、関係市町が負担すべき金額を定めることにつき、議決を求める。

事業名 関係市町名 負担すべき金額

国営かんがい排水事業 近江八幡市

東近江市

日野町

竜王町

計

314,000
円

4,632,797

6,100,568

5,015,558

16,062,923

彦根市 19,782,000

長浜市 11,542,000

近江八幡市 2,483,000

草津市 44,231,000

守山市 13,602,000

栗東 市 1,276,000

甲賀市 10,539,000

野洲市 24,862,000

湖南市 8,764,000

＿●－

局 島市 38,136,000

東近江市 2,279,000

米原市 161,000

日野町 2,770,000

竜王町 2,281,000
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事業名 関係市町名 負担すべき金額

計 182,708,000円

県営経営体育成基盤整備事業 彦根市

長浜市

近江八幡市

湖南市

東近江市

米原市

愛荘町

計

4,604,000

80,056,000

4,207,000

4,918,000

23,202,000

21,587,000

88,000

138.662.000

県営農道整備事業 湖南市

計

10,572,000

10,572,000

県営中山間地域総合整備事業 彦根市

長浜市

甲賀市
__■－

尚 島市

東近江市

計

７， O31jOOO

4,945,000

3,705,000

878,000

5，７１１，０００

22,270,000

県営農村振興総合整備事業 長浜市

計

2,194,000

2,194,000

県営農地防災事業 彦根市

甲賀市

野洲市

_＿■=

局 島市

東近江市

米原市

計

12,336,000

61,820,000

1,400,000

1,365,000

731,000

9,378,000

87,030,000

ただし、関係市町の事業費に増減があった場合においては、知事は、その増減の額に応

じて負担すべき金額を変更することができる。
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議第120号

流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求

めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

嘉滋賀県知事 田由紀子

流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決

を求めることについて

下水道法（昭和33年法律第79号）第31条の２第２項の規定に基づき、平成22年度において県の

行う流域下水道事業に要する経費について、関係市町が負担すべき金額を次のとおり定めること

につき、議決を求める。

関係市町名 負担す ‘､ミ き金額

大津市 ７７ ， ３３９ ， ８２９
円

彦根市 ２２６.， ０３６ ， ２５１

長浜市 ２５１ ， ４２６ ， ６２４

近江八幡市
０

４２ ， ３１３ ， ６２９

草津市 ７２ ， ２７８ ， ７０１

守山市 １０２ ， ４２３ ， ３４９

栗東市 １０７ ， ４２０ ， １１１

甲賀市 ７０ ， １２６ ， ２０１

野洲市 ４２ ， ８８０ ， ０７６

湖南市 ５７ ， ６０７ ， ７１１

－』■－－＝

局 島市 ７ ， ４８３ ， ５００

東近江市 １０７ ， ６８４ ， ２５３

米原市 ６９ ， ５６５ ， ４９５

日野町 ２８ ， １５２ ， ４４１

竜王町 ２２ ， ３１８ ， ０３２

愛荘町 ５４ ， １５２ ， ３６８

豊郷町 １４ ， ７２５ ， ０４０
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１関係市町名 負担すべき金額

甲 良町 １６ ，
３７６ ，

４４７
門

多 賀町 １６ ，
３７６ ，

４４７

計 １ 、
３８６ 、

ＳＳＳ 、
５０５

ただし、関係市町の事業費に増減があった場合においては、

じて負担すべき金額を変更することができる。

知事は、その増減の額に応
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議第121号

関西広域連合規約につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成22年９月16日

嘉滋賀県知事 田由紀子

関西広域連合規約につき議決を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第２８４条第３項の規定に基づき、関西広域連合を設置する

にあたり必要な規約について、同法第291条の11の規定に基づき、議決を求める。

関西広域連合規約

（広域連合の名称）

第１条この広域連合は、関西広域連合（以下「広域連合」という。）という。

（広域連合を組織する地方公共団体）

第２条広域連合は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県及び徳島県（以下

「構成団体」という。）をもって組織する。

（広域連合の区域）

第３条広域連合の区域は、構成団体の区域とする。

（広域連合の処理する事務）

第４条広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

（１）広域（構成団体である２以罎上の府県の区域にまたがる区域をいう。以下同じ。）にわたる

防災、観光及び文化の振興、産業の振興、医療の確保、環境の保全等に関する計画並びに広

域連合の区域内における地域の振興に関する計画（第６条に規定する広域計画を除く。）の

策定及び実施に関する事務

（２）広域にわたる防災に関する事務（感染症のまん延その他自然災害以外の緊急事態に関する

事務を含む。）のうち、次に掲げるもの

ア災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下本号において「法」という。）第48条第

１項に規定する防災訓練に関する事務

イ法第49条に規定する防災に必要な物資及び資材の備蓄に関する事務

ウ災害が発生した場合における防災に係る事務の実施に対する支援及び調整に関する事務
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エ防災に資するための人材の育成に関する事務

オ感染症のまん延その他自然災害以外の緊急事態に係る構成団体間の連携及び調整に関す

る事務

力防災に係る調査研究に関する事務

(3)観光及び文化の振興に関する事務のうち、次に掲げるもの

ア通訳案内士法（昭和24年法律第２１０号）に規定する通訳案内士に係る登録等に関する事

務のうち、同法第19条から第27条まで及び第32条（第１項を除く。）から第34条までに規

定する事務

イ外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律（平成９年

法律第91号。以下本号において「法」という。）に規定する外客来訪促進計画に関する事

務のうち、次に掲げるもの

け）法第４条（第３項を除く。）に規定する外客来訪促進計画の策定及び実施に関する事

務

（ｲ）法第４条第１項第３号に規定する観光経路の設定に関する事務

ウ法に規定する地域限定通訳案内士に係る試験及び登録に関する事務のうち、法第14条

（第１項を除く。）から第20条まで（法第24条で準用する場合を含む。）に規定する事務

エ観光旅客の来訪を促進する事業に関する事務で広域にわたるもの

オ観光に係る統計調査の研究に関する事務で広域にわたるもの

力観光に係る案内表示の基準の統一に関する事務で広域にわたるもの

(4)広域にわたる産業の振興に関する事務のうち、次に掲げるもの

ア産業に係る情報の共有、研究開発等における構成団体間の連携に関する事務

イ構成団体が設置した技術支援機関の連携に関する事務

ウ地域産業資源を活用した新商品、役務の提供等の紹介及び宣伝に関する事務

エ新たな事業分野の開拓を図ろ者に対する支援に関する事務

(5)医療の確保に関する事務のうち、次に掲げるもの

ア救急医療用ヘリコプター（救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特

別措置法（平成19年法律第103号。以下本号において「法」という。）第２条に規定する

救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。）に関する事務のうち、次に掲げるもの

（ｱ）法第６条に規定する関係者の連携に関する事務

（ｲ）法第８条第１項に規定する補助に関する事務

（ｳ）救急医療用ヘリコプターの運航に関する事務（(ｱ)及び(ｲ)に掲げるものを除く。）で

広域にわたるもの

イ救急医療用ヘリコプターの配置及び運航区域の設定に関する事務で広域にわたるもの

ウ医療に係る構成団体間の連携に係る調査研究及び実施に関する事務で広域にわたるもの

(6)広域にわたる環境の保全に関する事務のうち、次に掲げるもの
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ア温室効果ガス（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第１１７号）第２条第

３項に規定する温室効果ガスをいう。）の排出の総量の削減に関する事務

イ野生鳥獣の保護及び管理に関する事務

（７）保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）に規定する唯看護師、調理師法（昭和３３

年法律第147号）に規定する調理師及び製菓衛生師法（昭和41年法律第１１５号）に規定する

製菓衛生師に係る試験及び免許に関する事務のうち、次に掲げるもの

ア保健師助産師看護師法第８条、第９条、第11条、第12条第４項及び第５項、第13条第２

項、第14条（第１項を除く。）、第15条第２項及び第16項から第18項まで、第15条の２第

２項、第４項及び第５項、第18条、第22条第４号並びに第２5条に規定する事務

イ調理師法第３条第１項、第３条の２（第３項及び第４項を除く。）、第４条から第５条

の２（第３項を除く。）まで及び第６条に規定する事務

ウ製菓衛生師法第３条、第４条第１項及び第２項並びに第５条の２から第８条までに規定

する事務

（８）地方公務員法（昭和25年法律第261号）第39条の規定に基づく研修のうち、広域的な見地

から構成団体の職員に対し合同して行う研修の実施に関する事務

（９）前各号に掲げる事務のほか、広域にわたる行政の推進に係る基本的な政策の企画及び調整

に関する事務

２前項各号に掲げる事務のうち、同項第１号（同項第２号、第４号及び第６号から第８号まで

に掲げる事務に関する計画に係る部分に限る。）、第２号、第４号及び第６号から第８号まで

に掲げる事務にあっては鳥取県に係るものを、同項第１号（同項第７号に掲げる事務に関する

計画に係る部分に限る。）及び第７号に掲げる事務にあっては徳島県に係るものを除くものと

する。

３広域連合は、第１項各号に掲げる事務のほか、国の行政機関の長の権限に属する事務のうち、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の２第１項の規定に基づき、広域連合が処理する

こととされる事務（広域連合の区域外の事務であって、法令の定めるところにより広域連合が

処理することとされるものを含む。）を処理する。

（事務の追加）

第５条広域連合は、前条第１項各号に掲げる事務のほか、構成団体の事務のうち、広域にわた

り処理することが適当であると認めるものについて、構成団体の議会の議決を経て必要な規約

の変更を行い、追加して処理するものとする。

２広域連合は、前条第３項に規定する事務を処理しようとするときは、あらかじめ構成団体と

協議を行うものとし、当該事務を処理することとされたときは、必要な規約の変更を行うもの

とする。

３広域連合は、地方自治法第291条の２第４項の規定に基づき国の行政機関の長に対し当該広

域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を広域連合が処理
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するよう要請する場合にあっては、あらかじめ構成団体と協議を行うものとする。

（広域連合が作成する広域計1由iの項目）

第６条広域連合が作成する広域計1ilji（地方自治法第２８４条第３項に規定する広域,汁画をいう。

以下同じ。）には、次に掲げる項目について記載するものとする。

（１）第４条第１項各号及び第３項並びに前条第１項に規定する事務の処理に関連して広域連合

及び構成団体が行う事務に関すること。

（２）広域計画の期間及び改定に関すること。

（広域連合の事務所）

第７条広域連合の主たる事務所は、大阪市内に置く。

（広域連合の議会の定数）

第８条広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の定数は、２０人とする。

（広域連合議員の選挙の方法）

第９条広域連合議員は、構成団体の議会の議員のうちから、構成団体の議会において選挙する。

２前項の規定により構成団体の議会ごとに選挙する広域連合議員の人数は、それぞれの構成団

体について１人に、次の各号に掲げる構成団体の区分に応じ、当該各号に定める人数を加えた

人数とする。

（１）人口（地方自治法第254条に規定する人口をいう。以下本項において同じ。）２５０万未満

の構成団体１人

（２）人口２５０万以上500万未満の構成団体２人

（３）人口５００万以上７５０万未満の構成団体３人

（４）人口７５０万以上の構成団体４人

３前２項の議会における選挙については、地方自治法第１１８条の規定の例による。

（広域連合議員の任期）

第10条広域連合議員の任期は、構成団体の議会の議員としての任期による。ただし、後任者が

就任する時まで在任する。

２前項の規定にかかわらず、広域連合議員が、構成団体の議会の議員でなくなったときは、同

時にその職を失う。

３広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定に

より、速やかに選挙しなければならない。

（広域連合の議会の議長及び副議長）

第11条広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しなければなら

ない。

２議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

（広域連合の執行機関の組織）

第12条広域連合に、広域連合長及び副広域連合長１人を置く。
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２広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、副広域連合長がその職務を代

理する。

３広域連合長は、第15条第１項に規定する広域連合委員会の委員にその事務の一部を分掌させ

ることができる。

（広域連合の執行機関の選任の方法）

第13条広域連合長は、構成剛体の長のうちから、構成団体の長が投票により選挙する。

２広域連合長が欠けたときは、前項の規定により、速やかに選挙しなければならない。

３副広域連合長は、広域連合長が広域連合長以外の構成団体の長のうちから選任する。

（広域連合の執行機関の任期）

第14条広域連合長及び副広域連合長の任期は、２年とする。

２広域連合長及び副広域連合長が構成団体の長でなくなったときは、同時にその職を失う。

（広域連合委員会の設置等）

第15条広域連合の運営に当たって必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、広域

連合に構成団体の長を委員とする合議機関として関西広域連合委員会（以下「広域連合委員会」

という。）を置く。

２広域連合長は、広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について広域

連合委員会に諮るものとする。

３広域連合委員会の委員の任期は、当該構成団体の長としての任期による。

４広域連合委員会に委員長を置き、広域連合長をもって充てる。

５広域連合委員会に副委員長を置き、副広域連合長をもって充てる。

６委員長は、広域連合委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

７副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。

８広域連合長は、広域連合に関する事務を効果的に推進するため、広域連合と密接な連携を図

ることが必要と認める地方公共団体（以下「連携団体」という。）の長を、協議の上、指定し、

広域連合委員会へ出席を求め、その意見を聴取することができる。また、連携団体の長は、委

員長の承認を得て、広域連合委員会に出席し、意見を述べることができる。

９広域連合長は、広域連合委員会の意見に基づき、必要な措置を講じなければならない。

（広域連合協議会の設置）

第16条広域連合に、広域にわたる課題その他必要な事項について幅広く意見を聴取するため、

地方自治法第292条において準用する同法第１３８条の４第３項に規定する附属機関として､関

西広域連合協議会を置く。

（選挙管理委員会）

第17条広域連合に、選挙管理委員会を置く。

２選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもって組織する。
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３選挙管理委員は、構成団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治

及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会において選挙する。

４選挙管理委員の任期は、４年とする。

（監査委員）

第18条広域連合に、監査委員２人を置く。

２監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の

財務管理､､事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（次項において「識見

を有する者」という。）及び広域連合議員のうちから、それぞれ１人を選任する。

３監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、広域連合

議員のうちから選任されるものにあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任

されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

（補助職員）

第19条第12条に定める者のほか、広域連合に会計管理者その他の必要な職員を置く。

（広域連合の経費の支弁の方法）

第20条広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

（１）構成団体の負担金

（２）事業収入

（３）前２号に掲げる収入以外の収入

２前項第１号に掲げる負担金の額は、別表により広域連合の予算において定めるものとし、別

表の左欄に掲げる経費の区分に応じ、同表の中欄に定める負担する構成団体ごとに、それぞれ

同表の右欄に定める負担割合により按分する。

３第４条第２項の規定の適用を受ける構成団体については、前項及び別表の規定にかかわらず、

その負担金の額を減額することができる。この場合における負担金の額の算出の方法について

は、別に定める。

４第１項第２号及び第３号に掲げる収入のうち、構成団体の負担すべき金額に充てるべき収入

がある場合の構成団体の負担金の額は、前２項及び別表の規定にかかわらず、当該収入を第１

項第１号に掲げる負担金の一部とみなして、前２項又は別表により算出した金額から当該収入

の金額を控除して得た額とする。

（規則への委任）

第21条この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

附則

（施行期日）

lこの規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

（検討）

２第４条第３項又は第５条第１項の規定により事務を処理しようとする場合であって、当該事
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務の処理により、住民の生活に大幅な影響を及ぼし、又は広域連合の体制を強化する必要があ

ると認められるときは、広域連合の議会の構成、執行機関の組織、経費の支弁の方法等につい

て検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（広域連合の処理する事務に係る経過措置）

３広域連合長が定める日までの間における第４条第１項第３号ア、第５号ア及び第７号に規定

する事務は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に関する事務の準備行為とする。

４広域連合長が定める日までの間における第４条第１項第５号アに規定する事務は、同号アの

規定にかかわらず、京都府、兵庫県及び鳥取県の区域において運航されるものに限るものとす

る。

（負担金の徴収に係る経過措置）

５平成22年度における第20条第１項第１号に掲げる負担金の額の算出についての同条第２項及

び別表の適用については、同表（備考を除く。）中「受講者数割」とあるのは、「均等割」と

する。

６広域連合長が定める日までの間における第20条第１項第１号に掲げる負担金の額の算出につ

いての同条第２項及び別表の適用については、同表備考２中「提出した者の住所のある構成団

体ごとの総数」とあるのは、「構成団体に提出した者の総数」とする。ただし、これにより難

い場合は、別に広域連合長の定めるところによる。

別表（第20条関係）

経費の区分 負担する構成団体 負担割合

総
務
費

第４条第１項第７号に規定す
る事務に係る人件費以外の経
費

第４条第１項第７号に規定す
る事務に係る人件費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県及び徳島県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県
及び和歌山県

均等割１０分の1０

受験者数割１０分の1０

第４条第１項第１号に規定す
る事務に係る経費

第４条第１項第２号及び第６
号に規定する事務に係る経費

第４条第１項第３号に規定す
る事務に係る経費

第４条第１項第４号に規定す
る事務に係る経費

第４条第１項第５号アに規定
する事務に係る経費

第４条第１項第５号イ及びウ
に規定する事務に係る経費

同項第２号から第８号までに掲げ
る事務についてそれぞれ負担する
構成団体

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県及び徳島県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県及び徳島県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県及び徳島県

京都府、兵庫県及び鳥取県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県、鳥取県及び徳島県

同項第２号から第８号まで
に掲げる事務ごとの負担割
合

人口割１０分の１０

人口割10分の５
宿泊施設数割１０分の５

人口割１０分の５
事業所数割１０分の５

人口割１０分の５
利用実績割１０分の５

人口割１０分の1０
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１この表において「均等割」とは、構成団体の数の割合をいう。

２この表において「受験者数割」とは、当該年度前の３箇年度においてそれぞれの試験に係

る受験願書（これに相当するものを含む。）を提出した者の住所のある構成団体ごとの総数

の割合をいう。

３この表において「人口割」とは、官報で公示された最近の国勢調査の結果に基づく構成団

体の人口（第４条第１項第５号アに規定する事務にあっては、構成団体の区域のうち救急医

療用ヘリコプターが運航される区域であって別に定めるものに係る当該年の４月１日現在に

おける構成団体の人口に相当する人口として官報で公示された最近の国勢調査の結果に基づ

いて算定した人口）の割合をいう。

４この表において「宿泊施設数割」とは、統計法（平成19年法律第53号）附則第12条の規定

により同法第19条第１項の承認を受けた一般統計調査とみなされる宿泊旅行統計調査の最近

に公表された結果に基づく構成団体の宿泊施設の総数の割合をいう。

５この表において「事業所数割」とは、統計法第２条第４項に規定する基幹統計である工業

統計調査の最近に公表された結果に基づく構成団体の従業者10人以上の事業所の総数の割合

をいう。

６この表において「利用実績割」とは、当該年度において構成団体が救急医療用ヘリコプタ

ーを利用した回数の割合をいう。

７この表において「受講者数割」とは、当該年度において研修を受けた構成団体の職員の数

の割合をいう。

’
第４条第１項第７号に規定す
る事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県
及び和歌山県

受験者数割１０分の10

第４条第１項第８号に規定す
る事務に係る経費

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、和歌山県及び徳島県

受講者数割１０分の1０


